
議員提案第８１号 

 

 

東日本大震災関連で避難されている方の支援を求める意見書の提出について 

 

 

このことについて，次のとおり意見書を提出するものとする。 

 

 

  平成２６年１２月２２日提出 

 

    新潟市議会議員             本 図 良 雄 

同                古 泉 幸 一 

同                皆 川 英 二 

        同                梅 山  修 

        同                青 野 寛 一 

        同                五 十 嵐 完 二 

        同                風 間 ル ミ 子 

        同                加 藤 大 弥 

        同                山 際  務 

        同                串 田 修 平 

同                小 山  進 

        同                水 澤  仁 

                 

       

 



東日本大震災関連で避難されている方の支援を求める意見書 

 

 

東日本大震災から３年９カ月が経過しました。今なお，震災被害や放射性物質汚染から避難してい

る方々は，新潟県内において約 4,000人，本市においても約 1,700人という現状にあります。本市及

び本市議会は，これまで避難者の皆さんの声や実情を受けとめ，種々の支援を行ってきました。 

現在，避難者の要望で最も多いのは仮設住宅の期間延長です。 

東日本大震災においては３年９カ月が経過した今も多くの方が仮設住宅に居住している状況とな

っています。仮設住宅の供与は災害救助法第２条に基づく救助として行われるものですが，被災者が

仮設住宅を借りかえることは認められていません。 

平成 24年５月 18日の衆議院質疑において，災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与は，被災者の

一時的な居住の安定を図ることを目的とするものであり，現に応急仮設住宅に入居している被災者の

転居先として，基本的にほかの応急仮設住宅ではなく，恒久的な住宅が想定されているとの内閣総理

大臣答弁もありますが，東日本大震災は原子力災害であり，被災者の避難生活もいつ終わるかの見通

しも立っていません。また中には，高齢のみの世帯や経済面などさまざまな事情から，住宅を再建し

たくてもできない方も数多くいるのが実態です。 

こうした状況に鑑み，被災者の生活環境の変化への柔軟な対応や，心理的，経済的な負担の軽減を

図ることが必要であることから，国においては避難者の応急仮設住宅の借りかえを認めるよう要望し

ます。 

同様に避難者の支援内容が多様化する現状に鑑み，避難者受け入れ自治体の支援が円滑に行えるよ

う下記の事項について国の支援を求めます。 

 

記 

 

１ 受け入れ自治体独自の避難者支援に対して，国が直接助成交付すること。 

 

１ 避難先に定住を求める避難者を含め，生活再建のため就労，就学，福祉を支援すること。 

 

１ 民間賃貸住宅借り上げ等による応急仮設の供与期間に関して，避難の要因に放射性物質汚染によ

る未知の影響に対する精神的不安も含まれており，その影響により期間内に生活再建できる状況に

はない。そのため，最低限保証される期間として，今後最低６年間に延長し，平成 27年度の早期

に表明すること。 

 

１ 借り上げ仮設住宅について，避難先自治体内での変更を柔軟に認める通達を行うこと。 

 

１ 自主避難している人を含め，有料自動車道路料金の無料化または相当額の助成を継続し，複数箇

所のインターチェンジで乗りおりができるようにすること。 

 

１ 被災者が避難地においても，容易に医療費助成に係る精算等を行えるように，避難者受け入れ自

治体に，受付事務権限を付与すること。 

 

１ 福島県内在住の子供に適用されている医療費免除を2011年３月11日に福島に在住していた子供

に適用を拡充し，期間も 18歳から被災後 30年とすること。 

 

１ 避難者受け入れ自治体が行う独自の避難者への就職，職業訓練及び臨時雇用等に関しては，特別

の配慮をすること。ハローワークは，これに協力すること。 

 



１ 二重生活をしている避難者世帯に対して，各種補助の所得算定基準については，２分の１とする

こと。 

 

以上，地方自治法第 99条の規定により意見書を提出します。 

 

平成２６年１２月２２日 

新潟市議会議長 

 志 田 常 佳 

衆議院議長 

参議院議長 

内閣総理大臣 

厚生労働大臣    

国土交通大臣 

復興大臣 

 

あて 


